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在サンパウロ 

日本国総領事館 サンパウロで困ったら 
（総領事館から大切なお知らせ） 

ブラジルは世界的に見ても非常に高い頻度で一般犯罪が発生しています。特にサ

ンパウロでは銃器を使用した強盗等の凶悪犯罪が頻発し，日本人も被害に遭遇し

ています。犯人に対して少しでも抵抗すると，彼らはためらうことなく発砲するため， 

              殺害されてしまう可能性があります。滞在中は以下の点に注意してください。 

○多額の現金は持ち歩かず，夜間の外出は控える。 
 ・ 被害に遭遇するリスクを減らすとともに，被害を最小限に抑えるための対策が重要。      

○路線バス・流しのタクシーの利用を控える。 
 ・ 車内強盗が発生。電話で呼ぶタクシーや停留所に常駐するタクシーは比較的信頼度が高い。 

○強盗に遭遇したら，子供であっても絶対に抵抗せず，要求された金品を渡す際は  

 ゆっくりと取り出す。 
 ・ 強盗に差し出すための財布や現金を所持。ほとんどの場合犯人は銃器を所持しており，素早 

   い動きは反撃・抵抗と誤解され発砲される。 

○デモが発生したら速やかにその場から離れる。 
 ・ 不要不急の外出を避け，比較的安全と思われる場所でも注意を怠らない。 

○空港，試合会場での置き引きには十分注意し，貴重品は肌身離さない。 
 ・ 犯罪者は常にターゲットを探しているので，荷物から目を離すなど犯行の隙を与えない。 

被害にあったら 

治安 

けがはありますか？ 

被害届提出 

領事館では日本語対応が可能な病院の紹

介など，必要な支援を行います。 

文民警察に被害を届け，証明書（被害届の写し）の交

付を受けてください。航空機搭乗時（旅券紛失の場

合），旅券発給及び保険請求に必要となります。 

 

・在サンパウロ日本国総領事館 
 住所：Av. Paulista, 854, 3-andar, São Paulo - S.P.  最寄駅：地下鉄Brigadeiro Luis Antonio駅 
 電話：+55-11-3254-0100, FAX：＋55-11-3254-0110 

 管轄：サッカー試合会場  Arena Corinthians （サンパウロ） 

旅券作成 

滞在許可手続 

総領事館では旅券または帰国の為の渡航書を発給しま

す。申請書等は総領事館にありますので①被害届の写

し，②写真(縦4.5㎝×横3.5㎝)２枚，③６カ月以内に発

行された戸籍謄(抄)本１通，④身元確認書類(運転免許

証等)を持参してください。 

連邦警察で滞在に必要な手続を行う必要があります。 
詳細は総領事館にお問い合わせください 



１ 在外公館等 

 ○在リオデジャネイロ日本国総領事館 

    住所：Praia do Flamengo, 200-10°andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil     

       2210-901 

    最寄駅：地下鉄1号線，2号線 ラルゴ・ド・マッシャード駅 

                            （Metrô Linha1，Linha2 Largo do Machado） 

    電話：＋55-21-3461-9595  FAX：＋55-21-3235-2241 

    管轄：オリンピック・パラリンピック主要会場 

        サッカー試合会場 Estádio Mineirão（ベロオリゾンテ） 

  ○外務省連絡室（オリンピック大会前に開設予定）  

    場所：Cidade das Artes（シダージ・ダス・アルテス内） 

    住所：Avenida das Américas, 5300, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 

     最寄駅：BRT Terminal Alvorada駅 

  ○在ブラジル日本国大使館 

    住所：Avenida Das Nações, Quadra 811, Lote39, Setor Embaixada Sul, Brasília  

    電話：＋55-61-3442-4200 FAX：＋55-61-3242-0738 

    管轄：サッカー試合会場 Estádio Mané Garrincha（ブラジリア） 

                            Arena Fonte Nova（サルバドール） 

  ○在マナウス日本国総領事館 

    住所：Rua Fortaleza, 416 – Adrianópolis, Manaus 

    電話：＋55-92-3232-2000  FAX：＋55-92-3232-6073 

    管轄：サッカー試合会場 Arena Amazônia（マナウス） 

  ○在クリチバ日本国総領事館 

    住所：Rua Marechal Deodoro, 630–Ed. CCI, 18°andar Curitiba 

    電話：＋55-41-3322-4919  FAX：＋55-41-3222-0499 

  ○在ベレン領事事務所 

    住所：Avenida Magalhães Barata, 651 Edif. Belém Office Center, 7º andar Belém 

    電話：＋55-91-3249-3344  FAX：＋55-91-3249-1016 

  ○在ポルトアレグレ領事事務所 

    住所：Avenida João Obino, 467 – Petrópolis Porto Alegre 

    電話：＋55-51-3334-1299  FAX：＋55-51-3334-1742 

  ○在レシフェ領事事務所 

    住所：Rua Padre Carapuceiro, 733–14º andar Ed. Empresarial Center I, Boa Viagem Recife 

    電話：＋55-81-3207-0190  FAX：＋55-81-3465-9140 

  

２ 警察、救急車 

 ○軍警察190（日本の110番に相当） 

   軍警察は日本警察の地域部門（交番やパトカー），機動隊に相当する業務を担当しています。 

   犯罪被害や交通事故に遭った際，現場に警察を呼ぶ場合は190番に電話してください。 

 ○文民警察署  

   文民警察は日本警察の刑事部門に相当し，犯罪捜査を担当します。被害届は犯罪が発生した地 

   区の警察署に届け出ることが原則ですが，観光客等の短期滞在者は最寄りの文民警察署や文民 

     警察旅客対応専門部（DEATUR）に被害届を提出することができます。 

   旅客対応第一警察署（9:00～19:00） 

       住所：Rua da Cantareira, nº 390, Centro, São Paulo（市営市場横) 

       電話：＋55-11-3257-4475  

 ○救急車 

  救急車192または193 

  上記電話番号はポルトガル語しか通じない場合があります。 

  日本語の通じる救急医療機関に連絡されることをお勧めします。  

 

３ サンパウロ市の病院（日本語対応可） 

 ○日伯友好病院（２４時間対応（８時～１９時：日本語対応可））  

   住所：Rua Pistóia 100, Parque Novo Mundo, Vila Maria 

   電話：＋55-11-2633-2200 

 ○リベルダーデ医療センター（月～金：７時～１８時半、土：７時～１２時半）  

    住所：Rua Fagundes 121, Liberdade 

      電話：＋55-11-3274-6500 

 ○サンタ・クルース病院 

   住所：Rua Santa Cruz 398, Vila Mariana 

      電話：＋55-11-5080-2000     


